
問合先 こども政策課（☎ 76‐1129）問合先 こども政策課（☎ 76‐1129）

問合先 子育て世代包括支援センター（☎ 71‐8613）

▶対象者
　令和２年４月分（３月分を含む）の児童
扶養手当の有資格者
※ 令和２年４月中に新規認定申請をした方は、同年
５月分より有資格者となるため、対象にはなりません。

※ 令和２年３月分もしくは同年４月分のどちらかに
おいて有資格者である場合は、対象となります。

▶支給金額
　対象受給者１人につき、１万円
▶支給時期
６月中（児童扶養手当等の受取口座へ振込み）
▶申請方法
　児童扶養手当等の受取口座として登録い
ただいている口座へ振込みますので給付金
受給にかかる申請は原則不要。対象者には
事前に通知文を郵送しています。

▶対象者
令和２年３月 31日時点で市に住民登録があり、令和２年
４月分（３月分を含む）の児童手当を受給する方
※ 令和２年４月以降に小牧市へ転入された方は、転入前の市町村にお問い合わせください。
※ 特例給付（所得制限を超えている方）の受給者は本給付金の対象外。

▶対象児童
平成 16年４月２日から令和２年３月 31日までに生まれた児童
※令和２年３月まで中学生だった児童（新高校１年生）も含む

▶支給金額　対象児童１人につき、１万円
▶支給時期　６月末頃（児童手当の受取口座へ振込みをします）
▶申請方法 児童手当の受取口座として登録いただいている
口座へ振込みますので、給付金受給にかかる申請は原則不要。
　受給を辞退する方のみ、６月 15日㈪までにこども政策
課へご連絡ください。
　公務員の方で、職場から児童手当が支給されている方は、
職場から交付された申請書に児童手当受給証明を添えてこど
も政策課まで申請してください。（郵送可）

新型コロナウイルス感染拡大に伴う外出自粛生活や、
学校の休業等で、家庭では様々な生活不安やストレスが
高まっており、今後も児童虐待の増加や深刻化が懸念さ
れています。
家庭での不安やストレスが増す中で、子育てに関する
ことなど心配や悩みが多くなっていませんか？
しつけのためであっても、何らかの苦痛や心の傷を子
どもにもたらす行為は法律で禁止されています。
虐待を受けたと思われる子どもを発見した時、子ども
を虐待してしまいそうな時などは、ひとりで抱え込まず
にご相談ください。
▶児童相談所虐待対応ダイヤル
　☎ 189（通話料無料）年中無休
　※お住いの地域の児童相談所につながります。

ひとり親家庭等の生活を
支援するための一時金支給

子育て世帯の生活を支援するための
一時金支給

新型コロナウイルス感染拡大に伴う
児童虐待の相談窓口

小牧市・八雲町交流市民の会
総会等について

例年４月に開催している小牧市・八雲町交
流市民の会総会については、新型コロナウイ
ルス感染症の関係から開催を見合わせていま
す。
このため、会員についても募集を行ってい
ません。新型コロナウイルス感染症の状況が
落ち着いた折には改めてご案内します。

【子どもに苦痛や不快感をもたらす行為の例】
身体を傷つける行為

　▶他人のものを取ったので、お尻をたたく
　▶大切なものにいたずらしたので、
　　長時間正座させる
　▶宿題をしなかったので、夕食を与えない

　心を傷つける行為
▶子どもに怒鳴る、無視する

　▶やる気を引き出すため、兄弟と比べてけなす
　▶子どもの前で配偶者に暴力・暴言をふるう
　▶冗談で「お前なんか生まれてこなければ
　　よかった」と言う

問合先　小牧市・八雲町交流市民の会事務局
（シティプロモーション課）（☎ 39‐6528）
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特別定額給付金のご案内
問合先 特別定額給付金コールセンター（☎ 76‐2567）　行政改革課（☎ 39‐5593）

 誰に？

 どれだけ？

 どうやって？

基準日（令和2年 4月 27日）において、住民基本台帳に記載されている方
受給権者は、その者の属する世帯の世帯主

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、窓口受付は行いません。
下記の①、②いずれかの方法で申請してください。

給付対象者 1人につき 10万円

①オンライン申請
　マイナンバーカードをお持ちの世帯主は、マイナポータルサイトからオンラインで
申請できます。
　　振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類（キャッシュカード、通帳（口
座番号が書かれた部分）などのいずれか）の画像をアップロードし、電子申請（電子
署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要）

②郵送申請
　市から受給権者宛に郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書
類（キャッシュカード、通帳（口座番号が書かれた部分）などのいずれかのコピー）
と本人確認書類の写し（運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証などのいずれ
かのコピー）とともに郵送

？

？

？

　　振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類（キャッシュカード、通帳（口

申請がまだの方は、早めに手続きしましょう。
特別定額給付金について、くわしくは市ホームページをご覧ください。
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お一人、10万円の給付です。申請は 8月 20日㈭まで

小牧市消費生活センター
☎ 76‐1119　月～金曜日
※閉庁日を除く
午前10時～正午、午後 1時～ 4時 30分 消費者庁　消費者ホットライン　188

イメージキャラクター　「イヤヤン」

新型コロナウイルスに便乗した
給付金詐欺や悪質商法に注意！！
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問合先 こども政策課（☎ 76‐1129）問合先 こども政策課（☎ 76‐1129）

問合先 子育て世代包括支援センター（☎ 71‐8613）

▶対象者
　令和２年４月分（３月分を含む）の児童
扶養手当の有資格者
※ 令和２年４月中に新規認定申請をした方は、同年
５月分より有資格者となるため、対象にはなりません。

※ 令和２年３月分もしくは同年４月分のどちらかに
おいて有資格者である場合は、対象となります。

▶支給金額
　対象受給者１人につき、１万円
▶支給時期
６月中（児童扶養手当等の受取口座へ振込み）
▶申請方法
　児童扶養手当等の受取口座として登録い
ただいている口座へ振込みますので給付金
受給にかかる申請は原則不要。対象者には
事前に通知文を郵送しています。

▶対象者
令和２年３月 31日時点で市に住民登録があり、令和２年
４月分（３月分を含む）の児童手当を受給する方
※ 令和２年４月以降に小牧市へ転入された方は、転入前の市町村にお問い合わせください。
※ 特例給付（所得制限を超えている方）の受給者は本給付金の対象外。

▶対象児童
平成 16年４月２日から令和２年３月 31日までに生まれた児童
※令和２年３月まで中学生だった児童（新高校１年生）も含む

▶支給金額　対象児童１人につき、１万円
▶支給時期　６月末頃（児童手当の受取口座へ振込みをします）
▶申請方法 児童手当の受取口座として登録いただいている
口座へ振込みますので、給付金受給にかかる申請は原則不要。
　受給を辞退する方のみ、６月 15日㈪までにこども政策
課へご連絡ください。
　公務員の方で、職場から児童手当が支給されている方は、
職場から交付された申請書に児童手当受給証明を添えてこど
も政策課まで申請してください。（郵送可）

新型コロナウイルス感染拡大に伴う外出自粛生活や、
学校の休業等で、家庭では様々な生活不安やストレスが
高まっており、今後も児童虐待の増加や深刻化が懸念さ
れています。
家庭での不安やストレスが増す中で、子育てに関する
ことなど心配や悩みが多くなっていませんか？
しつけのためであっても、何らかの苦痛や心の傷を子
どもにもたらす行為は法律で禁止されています。
虐待を受けたと思われる子どもを発見した時、子ども
を虐待してしまいそうな時などは、ひとりで抱え込まず
にご相談ください。
▶児童相談所虐待対応ダイヤル
　☎ 189（通話料無料）年中無休
　※お住いの地域の児童相談所につながります。

ひとり親家庭等の生活を
支援するための一時金支給

子育て世帯の生活を支援するための
一時金支給

新型コロナウイルス感染拡大に伴う
児童虐待の相談窓口

小牧市・八雲町交流市民の会
総会等について

例年４月に開催している小牧市・八雲町交
流市民の会総会については、新型コロナウイ
ルス感染症の関係から開催を見合わせていま
す。
このため、会員についても募集を行ってい
ません。新型コロナウイルス感染症の状況が
落ち着いた折には改めてご案内します。

【子どもに苦痛や不快感をもたらす行為の例】
身体を傷つける行為

　▶他人のものを取ったので、お尻をたたく
　▶大切なものにいたずらしたので、
　　長時間正座させる
　▶宿題をしなかったので、夕食を与えない

　心を傷つける行為
▶子どもに怒鳴る、無視する

　▶やる気を引き出すため、兄弟と比べてけなす
　▶子どもの前で配偶者に暴力・暴言をふるう
　▶冗談で「お前なんか生まれてこなければ
　　よかった」と言う

問合先　小牧市・八雲町交流市民の会事務局
（シティプロモーション課）（☎ 39‐6528）
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新型コロナウイルス感染　　症に伴う主な支援等のご案内
掲載する内容は、5月 18日時点のものです。新型コロナウイルス関連の状況や情報は内容などが　　　　　　　　　変更になる場合もあります。必ず問い合わせ先に内容を確認してください。　　

個
　
　
人

事
　
業
　
主

休
業
補
償

資
金
繰
り

業
務
改
善

こどもの休校等により保護者に有給の休暇を取得させたら助
成

一時的に業況が悪化しているので、経営基盤の強化のため支援を受けたい融
資

テレワーク導入や特別休暇の規定整備など、職場改善の支援を受けたい補
助

助
成 事業活動が縮小し雇用維持のため従業員に休暇を取得させたら

特別貸付及び補給制度を併用して、実質的な無利子の融資を受けたい融
資

テイクアウトや感染予防のための取組をしたら補
助

事業を継続し、再起の糧とするための給付を受けたい給
付

愛知県の休業要請などに応じて休業したら補
償

休業や失業により生活資金の貸し付
けを受けるには

生活福祉資金貸付制度
社会福祉協議会（☎ 77‐0123)

離職などにより住宅及び就労機会の
確保に向けた支援を受けるには

保育園・児童クラブ等の利用を中止
して、家庭で保育をしたら

家庭保育協力金
市幼児教育・保育課（☎ 76‐1130)
市こども政策課（☎ 76‐1129)

特別定額給付金（一人あたり 10万円）
特別定額給付金コールセンター（☎ 76‐2567）市行政改革課（☎ 39‐5593）

子育て世帯への臨時特別給付金（児童手当に一人あたり 1万円上乗せ）
市こども政策課（☎ 76‐1129）

貸
付

給
付

支
援

給
付

小牧市生活困窮者自立支援事業
（住居確保給付金）
市福祉総務課（☎ 76‐1196)
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新型コロナウイルス感染　　症に伴う主な支援等のご案内
掲載する内容は、5月 18日時点のものです。新型コロナウイルス関連の状況や情報は内容などが　　　　　　　　　変更になる場合もあります。必ず問い合わせ先に内容を確認してください。　　 は市独自の支援

小学校休業等対応助成金
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター（☎ 0120‐60‐3999）

新型コロナウイルス感染症対策協力金（一部市単独）
愛知県・新型コロナウイルス感染症「県民相談総合窓口」コールセンター（☎ 052‐954‐7453)
市商工振興課（☎ 76‐1112)

無利子・無担保融資
日本政策金融公庫（☎ 0120‐154‐505)
愛知県経済産業局中小企業部金融課融資・資金業グループ
（☎ 052‐954‐6333)

セーフティネット貸付の要件緩和
日本政策金融公庫事業資金相談ダイヤル（☎ 0120‐154‐505)

時間外労働等改善助成金
テレワーク相談センター（☎ 0120‐91‐6479) 愛知労働局雇用環境・均等部企画課（☎ 052‐857‐0313)

国民年金保険料が納付できない
年金事務所（☎052‐912‐1246）
市市民窓口課（☎ 76‐1124）

水道料金や市税等が納付できない
市収税課（☎ 76‐1118）
市上下水道業務課（☎ 79‐1320）

7 月までに在留期間が満了を迎える
外国人在留総合インフォメーションセンター
（☎ 0570‐013904）

会社から休業するよう言われた、
有給の特別休暇がない
愛知労働局特別労働相談窓口
（☎ 052‐972‐0266）

相
談

厚生年金保険料が納付できない
事業所を管轄する年金事務所

中小企業の新型コロナウイルス対策について相談したい
愛知県弁護士会（☎ 052‐265‐6693）

中小企業の経営について相談したい　小牧商工会議所（☎ 72‐1111）

新型コロナウイルスについて広く相談したい
愛知県社会保険労務士会総合労務相談室
（☎ 052‐871‐2278）※毎週火曜

相
談

テレワーク導入について相談したい
テレワークマネージャー相談事業事務局
（☎ 03‐5213‐4032）

支
援

飲食店新型コロナウイルス感染症対策補助金　市企業立地推進課（☎ 76‐1135)

持続化給付金
持続化給付金コールセンター（☎ 0120‐115‐570)

雇用調整助成金　学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター（☎ 0120‐60‐3999）

高校生以下全員に図書カード 5千円配布
未就学児：市幼児教育・保育課（☎ 76‐1130）
小・中学生：市学校教育課（☎ 76‐1165）
高校生等：市こども政策課（☎ 76‐1179）

ひとり親家庭等への給付金（児童扶養手当に１世帯あたり
1万円上乗せ）市こども政策課（☎ 76‐1129）

郵送請求による証明書の手数料の無料化
市市民窓口課（☎ 76‐1121）市収税課（☎ 76‐1117）
市市民税課（☎ 76‐1182）市資産税課（☎ 76‐1115）

75 歳以上市民に 1万円支給
新型コロナウイルス感染防止対策協力金コールセンター
（☎ 76‐1193）

水道料金基本料金の 6か月間免除　市上下水道業務課（☎ 79‐1320）
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新型コロナウイルス感染　　症に伴う主な支援等のご案内
掲載する内容は、5月 18日時点のものです。新型コロナウイルス関連の状況や情報は内容などが　　　　　　　　　変更になる場合もあります。必ず問い合わせ先に内容を確認してください。　　

個
　
　
人

事
　
業
　
主

休
業
補
償

資
金
繰
り

業
務
改
善

こどもの休校等により保護者に有給の休暇を取得させたら助
成

一時的に業況が悪化しているので、経営基盤の強化のため支援を受けたい融
資

テレワーク導入や特別休暇の規定整備など、職場改善の支援を受けたい補
助

助
成 事業活動が縮小し雇用維持のため従業員に休暇を取得させたら

特別貸付及び補給制度を併用して、実質的な無利子の融資を受けたい融
資

テイクアウトや感染予防のための取組をしたら補
助

事業を継続し、再起の糧とするための給付を受けたい給
付

愛知県の休業要請などに応じて休業したら補
償

休業や失業により生活資金の貸し付
けを受けるには

生活福祉資金貸付制度
社会福祉協議会（☎ 77‐0123)

離職などにより住宅及び就労機会の
確保に向けた支援を受けるには

保育園・児童クラブ等の利用を中止
して、家庭で保育をしたら

家庭保育協力金
市幼児教育・保育課（☎ 76‐1130)
市こども政策課（☎ 76‐1129)

特別定額給付金（一人あたり 10万円）
特別定額給付金コールセンター（☎ 76‐2567）市行政改革課（☎ 39‐5593）

子育て世帯への臨時特別給付金（児童手当に一人あたり 1万円上乗せ）
市こども政策課（☎ 76‐1129）

貸
付

給
付

支
援

給
付

小牧市生活困窮者自立支援事業
（住居確保給付金）
市福祉総務課（☎ 76‐1196)


